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１ 検討スケジュール 

 

※ 現時点での案であり、今後の議論の過程で変更があり得る。 

【２４年度】 

 特定計画に準ずる計画（以下、単に「特定計画」という。）作成のための調査 

・ 検討会開催（３回程度） 

・ 被害対策手法を検討し、準備が整ったものは検証 

 被害防除 

 個体数調整 

・ 必要なデータの収集 

【２５年度】 

 特定計画作成のための調査 

・ 検討会開催（３回程度） 

・ 被害対策手法の検討・実証の継続 

・ 必要なデータの収集 

・ 特定計画策定 

【２６年度】 

 当該計画に基づく管理の開始、モニタリングを行いながら順応的管理 

 

 

２ 検討項目 

 

 基本的には、特定計画に定めるべき項目について検討。主として検討すべき

項目は以下のとおり。 

（１） ゼニガタアザラシの保護管理の目標 

（２） 水産業の被害対策手法 

・ 被害防除 

・ 個体数調整 

（３） モニタリング手法 

（４） 保護管理の体制 

（５） 保護管理を進める上で配慮する事項 

 


